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不動産鑑定士論文式試験 

平成28年 本試験問題－鑑定理論〔論文〕 

 

［問題１］（50点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 正常価格を求める鑑定評価における試算価格の調整について，次の各問に答えなさい。 

(1) 試算価格の再吟味に当たって，特に留意すべき事項として不動産鑑定評価基準に示されて

いる事項のうち，「各手法に共通する価格形成要因に係る判断の整合性」を除く５つを挙げな

さい。 

(2) 「各手法に共通する価格形成要因に係る判断の整合性」について具体的に説明しなさい。

また，例として更地の正常価格を求める鑑定評価の場合に，容積率が取引事例比較法及び収

益還元法（土地残余法）の適用において互いにどのように考慮されるべきか簡潔に述べなさ

い。 

(3) 試算価格が有する説得力に係る判断に当たって留意すべき「対象不動産に係る地域分析及

び個別分析の結果と各手法との適合性」について具体的に説明しなさい。 
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【解答例】 

小問(1) 

試算価格の調整とは，鑑定評価の複数の手法により求められた各試算価格の再吟味及び各試算価格

が有する説得力に係る判断を行い，鑑定評価における最終判断である鑑定評価額の決定に導く作業を

いう。 

試算価格の調整に当たっては，対象不動産の価格形成を論理的かつ実証的に説明できるようにする

ことが重要である。このため，鑑定評価の手順の各段階について，客観的，批判的に再吟味し，その

結果を踏まえた各試算価格が有する説得力の違いを適切に反映することによりこれを行うものとす

る。 

試算価格の再吟味とは，鑑定評価の手順の各段階に誤りや不整合な部分がないかどうかを客観的，

批判的に見直し，その結果を踏まえて試算価格の再計算等を繰り返して，試算価格の精度と信頼性を

向上させる作業をいう。 

この再吟味に当たっては，設問の事項のほか，特に次の事項に留意すべきである。 

①資料の選択，検討及び活用の適否，②不動産の価格に関する諸原則の当該案件に即応した活用の

適否，③一般的要因の分析並びに地域分析及び個別分析の適否，④各手法の適用において行った各種

補正，修正等に係る判断の適否，⑤単価と総額との関連の適否 

小問(2) 

１．更地の鑑定評価と設問の留意事項について 

更地とは，建物等の定着物がなく，かつ，使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。 

更地は，当該宅地の最有効使用に基づく経済的利益を十全に享受することを期待し得るものである

から，更地の鑑定評価に当たっては，当該宅地の最有効使用を前提とした価格を求める必要がある。 

更地の鑑定評価額は，①更地並びに配分法が適用できる場合における建物及びその敷地の取引事例

に基づく取引事例比較法による比準価格並びに②土地残余法による収益価格を関連づけて決定する

ものとする。再調達原価が把握できる場合には，③原価法による積算価格をも関連づけて決定すべき

である。当該更地の面積が近隣地域の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等においては，さらに

④開発法による価格を比較考量して決定するものとする。 

設問の「各手法に共通する価格形成要因に係る判断の整合性」とは，各手法の適用によって求めら

れた試算価格相互間において，価格形成要因の扱いに矛盾が生じていないことを意味している。した

がって，再吟味に当たっては，ある試算価格には適切に反映されている要因が，他の試算価格には一

切反映されていない，または反映の程度等において整合性が保たれていないといった誤りの有無につ

いて検討しなければならない。 

２．取引事例比較法・土地残余法における容積率の反映について 

設問の「容積率」は，建築可能な建物の延床面積を左右し，更地の最有効使用を大きく左右する要

因であることから，当該要因の分析結果は，鑑定評価の手法の適用，試算価格の調整等における各種
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の判断において適切に反映すべきである。 

① 取引事例比較法と容積率について 

取引事例比較法は，まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い，これらに係る取引

価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い，かつ，地域要因の比較及び個別的要因の比較を

行って求められた価格を比較考量し，これによって対象不動産の試算価格（比準価格）を求める手

法である。 

取引事例比較法の適用に当たっては，まず，ａ.取引事例の選択に当たって，対象不動産と容積

率が類似する土地に係る取引事例を選択すべきであり，また，ｂ.地域要因及び個別的要因の比較

に当たって，対象不動産と取引事例との間に容積率の相違がある場合には，適切に格差修正率に反

映すべきである。ただし，戸建住宅地や郊外路線商業地等においては，必ずしも容積率の相違が価

格形成に影響するとは限らないので，市場参加者の観点から，格差修正の必要性の有無等を適切に

判定しなければならない。 

② 土地残余法と容積率について 

土地残余法は，対象不動産が更地である場合において，当該土地に最有効使用の賃貸用建物等の

建築を想定し，収益還元法以外の手法によって想定建物等の価格を求め，当該想定建物及びその敷

地に基づく純収益から想定建物等に帰属する純収益を控除した残余の純収益を還元利回りで還元

し，これによって対象不動産の試算価格（収益価格）を求める手法である。 

前述のとおり，更地の価格は，当該宅地の最有効使用を前提とした価格として求める必要がある

ため，更地について土地残余法を適用する場合，まず，最有効使用の賃貸用建物等の建築を想定し

なければならない。この想定に当たっては，対象地について許容されている容積率に準拠した建物

を想定しなければならない。この場合，高度商業地や高層マンション用地においては，通常，容積

率を充足した建物を想定するが，戸建住宅地や郊外路線商業地等においては，必ずしも許容容積率

を充足する建物が最有効使用とは限らないので，市場参加者の観点から，最有効使用建物に係る容

積率の充足度等を適切に判定しなければならない。 

小問(3) 

試算価格が有する説得力に係る判断とは，どの試算価格が最も重要か，あるいはどの試算価格をど

の程度重視して鑑定評価額を決定すべきかを見極める作業をいう。 

この判断における「対象不動産に係る地域分析及び個別分析の結果と各手法との適合性」とは，換

言すれば，「市場分析の結果と各手法との適合性」を意味する。 

市場分析とは，地域分析・個別分析の各手順において，対象不動産に係る市場の範囲，主たる市場

参加者の属性や行動基準・需給動向や対象不動産の市場競争力等を分析し，現実の市場の実態を把握

することをいう。 

不動産の価格形成において，市場参加者は主導的な役割を果たしていることから，各試算価格が有

する説得力に係る判断に当たっては，市場分析の結果を踏まえ，典型的な市場参加者が重視する価格
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形成要因を最も的確に反映している試算価格を重視すべきである。 

例えば，対象不動産（更地）の最有効使用が分譲マンションと判定されている場合には，典型的な

需要者としては，分譲マンションの開発・分譲を目的とする開発事業者が想定される。当該需要者は，

通常，開発事業による事業採算性を重視して取引の意思決定を行うことから，事業採算性に係る各種

の要因（販売価格や投下資本収益率等）が適切に査定できれば，開発法による価格の重み付けは高ま

る。 

また，対象不動産が賃貸用不動産（現況継続が最有効使用）の場合には，典型的な需要者としては，

収益物件の取得を目的とする投資家が想定される。当該需要者は，通常，投資対象となる不動産の収

益性を重視して取引の意思決定を行うことから，収益性に係る各種の要因（賃料収入や還元利回り等）

が適切に査定できれば，収益価格の重み付けは高まる。 

以 上 
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【解答への道】  

本問は、「基準」総論第８章から「試算価格の調整」に着目した問題である。 

小問(1)は、まず試算価格の調整の意義に触れ、試算価格の再吟味、問われている列挙事項へと論

じていく。再吟味の定義については、「基準」で明確に規定されていないが、明確な記述があったほ

うがよいだろう。列挙事項については、ミニテストレベルの暗記事項であるので、確実に得点するこ

と。 

小問(2)は、まず、更地の定義や鑑定評価方針で基礎点を確保しつつ、「各手法に共通する価格形成

要因に係る判断の整合性」について述べた上で、設問が具体例として挙げている「容積率」をどのよ

うに取引事例比較法と土地残余法で反映させるか説明すればよい。設問は単に「更地の正常価格」と

しているが、高度商業地、高層マンション用地、戸建住宅地、郊外路線商業地等の具体例を挙げて「容

積率」の取り扱いについて具体的に説明できれば加点対象になろう。   

小問(3)は、説得力に係る判断について簡潔に説明した上で、問われている「対象不動産に係る地

域分析及び個別分析の結果と各手法との適合性」について説明する。論点を知っていないとやや書き

にくいが、結局のところ「マーケットが重視する試算価格はどれか」ということを丁寧に論じればよ

い。「市場分析」というキーワードが出せたかどうかがポイントなるであろう。 

具体例については分譲マンション適地、賃貸用不動産で説明しているが、勿論、矛盾点さえなけれ

ば、解答例以外の具体例を挙げてもよい。 

 

Ⅰ 合格ライン 

合格ラインについては、いずれの小問も標準的な内容であることから、具体的な説明を欠いていた

としても、解答例の６割から７割程度は必要と考える。ケアレスミスのない、丁寧な解答が望まれる。 

 

Ⅱ 答練等との対応関係 

応用答練第３回 問題２ 

応用答練第４回 問題１ 

アクセスα 第７回 

総まとめテキスト 問題６ 

総まとめテキスト 問題14 

特効ゼミ 論文マスター 問題24 

特効ゼミ 論文マスター 問題26 
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［問題２］（50 点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建付地について，次の各問に答えなさい。 

(1) 建付地の定義についてその特徴を挙げて説明しなさい。 

(2) 建付地の価格が更地価格を上回る，いわゆる建付増価が生じている場合について２つ例を

挙げ，建付増価が生ずる理由について簡潔に説明しなさい。 

(3) 建付地の鑑定評価額の求め方について簡潔に説明しなさい。 

(4) 複合不動産価格をもとに建付地の価格を求める２つの方法を挙げ，その定義を簡潔に説明

し，それぞれの方法の留意点について説明しなさい。 



 

この解答・解説の著作権はＴＡＣ（株）のものであり，無断転載・転用を禁じます    Ｈ28鑑定 

 

－7－ 

【解答例】 

小問(1) 

宅地の類型は，その有形的利用及び権利関係の態様に応じて，更地，建付地，借地権，底地，区分

地上権等に分けられる。 

建付地とは，建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者に属している宅

地をいい，自用の建物及びその敷地のほか，貸家及びその敷地の敷地部分（貸家建付地）も建付地に

該当する。 

建付地は，建物等と結合して有機的にその効用を発揮しているため，建物等と密接な関連を持つも

のであり，したがって，建付地の鑑定評価は，建物等と一体として継続使用することが合理的である

場合において，その敷地（建物等に係る敷地利用権原のほか，地役権等の使用収益を制約する権利が

付着している場合にはその状態を所与とする。）について部分鑑定評価をするものである。 

建付地の鑑定評価は，現況利用の継続が最有効使用の建物及びその敷地について，敷地部分の部分

鑑定評価（不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において，その状態を所与とし

て，その不動産の構成部分を鑑定評価の対象とすること）を行うものであり，「現況の建物等の使用

を前提とした価格を求める」という特徴がある。 

小問(2) 

建付地は，敷地上に建物が存在しているため，その使用方法は当該建物によって制約を受ける。

当該建物が敷地の「更地として」の最有効使用の建物と相違し，敷地の効用が十分に活かされていな

いような場合（例えば，高度商業地において，法令上許容されている容積率を十分に消化していない

建物等），当該建付地の価格は，そこに最有効使用の建物が存する場合に比べて低くなる（これを

建付減価という）。したがって，建付地の鑑定評価額は，原則として更地としての価格が上限となる。 

しかし，①敷地上に建築基準法第３条第２項に規定されている，いわゆる既存不適格建築物（例え

ば，現行の法令上許容される容積率を上回る床面積の建物等）が存する場合には，当該建物が存続す

る限りにおいて，更地の最有効使用を上回る効用（高度利用）を享受し得る。また，②敷地上に更地

としての最有効使用に合致する建物が存する場合，更地の場合と異なり，建物等の建築時に生ずる

未収入期間を考慮する必要がないこと等から，現実の取引市場において更地より選好されることが

あり，特に貸家建付地の場合には，投資選好度が高まり，増価要因となることが多い。これら２つの

場合には，例外的に当該建付地の鑑定評価額が更地としての価格を上回ることがある（これを建付増

価という）。 

小問(3) 

建付地の鑑定評価額は，①更地の価格をもとに当該建付地の更地としての最有効使用との格差，更

地化の難易の程度等敷地と建物等との関連性を考慮して求めた価格を標準とし，②配分法に基づく比

準価格及び③土地残余法による収益価格を比較考量して決定するものとする。 

ただし，④建物及びその敷地としての価格（複合不動産価格）をもとに敷地に帰属する額を配分し
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て求めた価格を標準として決定することもできる。 

①の方法は，対象不動産の更地としての価格を求め，当該更地価格に現況建物が存することによる

建付増減価修正率を乗じて建付地価格を求めるものである。この場合の建付増減価修正率は，更地の

場合に想定される最有効使用建物と現況建物との違いによる土地帰属純収益の格差等を踏まえ，対象

不動産に係る市場の特性等を十分考慮して査定する必要がある。 

②の方法は，自用の建物及びその敷地又は貸家及びその敷地の取引事例に配分法を適用して建付地

の取引事例を抽出し，取引事例比較法を適用する。この場合の取引事例は，敷地と建物との適応の状

態が対象不動産と同程度のものを採用すべきである。また，個別的要因の比較に際しては，「土地の

個別的要因」のほか，「建物及びその敷地の個別的要因」も反映しなければならない。 

③の方法に当たって，純収益を直接法で求める場合には，現況建物に基づく純収益を採用し，間接

法で求める場合には，収益事例の選択，個別的要因の比較に関し，上記②と同じ点に留意する必要が

ある。 

小問(4) 

複合不動産価格をもとに敷地に帰属する額を配分する方法には主として次の二つの方法があり，対

象不動産の特性に応じて適切に適用しなければならない。 

① 割合法 

割合法とは，複合不動産価格に占める敷地の構成割合を求めることができる場合において，複合

不動産価格に当該構成割合を乗じて求める方法である。 

構成割合は，原価法によって求めた土地と建物等の積算価格割合を用いることが多いが，収益性

の優る貸家及びその敷地等，複合不動産の鑑定評価額が当該不動産の積算価格を大きく上回ってい

る場合においては，内訳価格としての建物価格が再調達原価を上回ってしまうこともあるため，安

易に積算価格割合を用いると建物価格が過度に高位に求められてしまうことがある点に留意する

必要がある。 

② 控除法 

控除法とは，複合不動産価格を前提とした建物等の価格を直接的に求めることができる場合にお

いて，複合不動産価格から建物等の価格を控除して求める方法である。 

建物等の価格は積算価格を中心として求めることが多いが，上記と同様，複合不動産の鑑定評価

額が当該不動産の積算価格を大きく上回っている場合において，建物積算価格を単純に控除すると，

一体としての増価分がすべて建付地に配分されることとなり，建付地価格が過度に高位に求められ

てしまうことがある点に留意する必要がある。 

したがって，割合法及び控除法いずれの適用に当たっても，複合不動産の鑑定評価額が積算価格

を大きく上回っている場合等においては，乖離が発生した要因を分析し，必要に応じて，超過収益

を建付地及び建物に適切に配分する等の方法を用いるべきである。 

以上 
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－9－ 

【解答への道】 

本問は，「基準」各論第１章から「建付地の鑑定評価」に着目した問題である。 

小問(1)は，まず，「建付地の定義」等について「基準」総論第２章を引用して説明してから、「建

付地の鑑定評価は複合不動産の現況利用継続を前提とした部分鑑定評価である」点を特徴として述べ

ればよい。部分鑑定評価について、「基準」総論第５章を引用できれば加点対象となる。 

小問(2)は、建付増価について問う問題であるが、建付増価が発生するケースはあくまで例外であ

ることから、前提として「建付減価」について説明してから「建付増価」について論じるとよい。建

付増価の具体例は「容積超過の既存不適格建築物」「未収入期間のない最有効使用建物」が無難であ

ろう。 

小問(3)は、建付地の評価方針について「基準」各論第１章を引用して説明した上で、評価方針に

おける個別の手法について補足していく。手法の定義について、「基準」「留意事項」総論第７章等を

引用すれば加点対象となるが、記述量が多くなり過ぎることから解答例では割愛した。解答例のよう

な具体的な補足ができない場合は、手法の定義を引用して「守りの答案」とすることも有効である。 

小問(4)は、割合法及び控除法の定義について「留意事項」各論第１章を引用して説明し、留意点

を述べていくが、留意点についてはやや難易度の高い論点であり、書けなかった受験生も多いと思わ

れる。最低限、「留意事項」が引用できれば合格ラインはクリアできるであろう。 

 

Ⅰ 合格ライン 

「基準」の改正点を問う問題であり、ＴＡＣの全国公開模試でも類似の問題が出題されていること

から、対策している受験生が多いと思われ、また、小問(2)(3)(4)では「基準」「留意事項」以外の記

述も求められるが、ほぼ全て「基本テキスト」「総まとめテキスト」に記載されている論点である。

したがって、上位レベルの受験生であれば解答例の８割以上は再現可能であり、合格レベルは解答例

の６割から７割程度と考える。 

 

Ⅱ 答練等との対応関係 

全国公開模試第２回 問題４ 

総まとめテキスト 問題15 

特効ゼミ 論文マスター 問題28 


